
○寒川町青少年問題協議会条例

(昭和 35年 9月 8日条例第 20号)
改正 昭 和48年 3月 31日条例第 11号 昭和48年 10月 9日 条例第 30号

昭和 51年 12月 20日条例第 22号 平成 9年 12月 22日条例第 19号

平成 12年 12月 19日条例第 30号

注 平 成 9年 12月から改正経過を注記した。

(設置)
第 1条  地 方青少年問題協議会法(昭和 28年 法律第 83号)第 1条 の規定により寒川町
青少年問題協議会 (以下 「協議会」という。)を設置する。
[地方青少年問題協議会法 (昭和 28年法律第 83号)第 1条]
(平12条例 30・一部改正)

(協議会)
第 2条  協 議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)青 少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項

▼  を 調査審議すること。
(2)青 少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するた
めに必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協 議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び町内の関係行政機関に対 し意見を
述べることができる。

第 3条  協 議会は、会長及び委員 21人以内で組織する。
2 委 員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)町 議会の議員
(2)町 及び関係行政機関の職員
(3)学 識経験者

⑥3 会 長は、町長とし、委員の互選により目J会長 2名 を置く。
(平9条例 19。一部改正)

第 4条  特 別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を任命すること
ができる。

フ  2 臨 時委員は、前条第 2項 に掲げる者のうちから町長が任命する。

第 5条  会 長は、会務を総理 し、会議の議長となる。
2 副 会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第 6条  委 員の任期は、2年 とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨 時委員は、その調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第 7条  協 議会に書記を置く。
2 書 記は、本町職員のうちから町長が任命する。
3 書 記は、会長の命をうけ、協議会の事務を処理する。

(委任)

第 8条  こ の条例に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項について
は、教育委員会規貝Uで定める。
(平9条例 19,一 部改正)



附 則
この条例は、公布の 日か ら施行する。
附 則 (昭和 48年 3月 31日 条例第 11号)

この条例は、昭和 48年 4月 1日 か ら施行する。
附 則 (昭和 48年 10月 9日 条例第 30号 )

1 こ の条例は、公布の 日から施行 し、昭和 48年 10月 1日 か ら適用す る。
2 第 7条 第 2項 の改正規定は、昭和 48年 10月 1日 以後に出発する旅行か ら適用 し、
同 日前に出発 した旅行は、なお従前の例による。
附 則 (B召和 51年 12月 20日 条例第 22号 )

この条例は、昭和 52年 1月 1日 から施行する。
附 則 (平成 9年 12月 22日 条例第 19号)

この条例は、平成 10年 4月 1日 か ら施行する。
附 則 (平成 12年 12月 19日条例第 30号 )

この条例は、平成 13年 1月 6日 か ら施行する。



○寒川町青少年問題協議会条例施行規則

(平成 9年 12月 22日教育委員会規則第 5号 )

改正 平 成 19年 3月 22日教委規則第 1号

(趣旨)

第 1条  こ の規則は、寒川町青少年問題協議会条例(昭和 35年寒川町条例第 20号。以

下 「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

[寒川町青少年問題協議会条例(昭和 35年寒川町条例第 20号。以下 「条例Jと いう。)]

(委員)

第 2条  条 例第 3条 第 2項 第 2号 の町及び関係行政機関の職員は、次に掲げる者とす
る。

(1)副 町長

(2)教 育委員会委員の代表

▼  (3)教 育委員会教育長

(4)社 会教育委員の代表

(5)茅 ケ崎警察署長

(6)神 奈川県青少年担当部長

[条例第 3条第 2項第 2号 ]

2 条 例第 3条第 2項第 3号 の学識経験者は、次に掲げる者とする。

(1)福 祉関係団体に属する者

(2)青 少年育成団体に属する者

(3)婦 人団体に属する者

(4)町 内の小学校、中学校及び高等学校の校長

(5)地 域青少年活動の関係者

[条例第 3条第 2項第 3号 ]

(平19教委規則 1・一部改正)

υ
 (委 任)

第 3条  こ の規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

附 則

この規則は、平成 10年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成 19年 3月 22日教委規則第 1号)

この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。


